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１.序論 

1.1はじめに 

当社は、2004年に株式会社ニチレイの低温物流事業部が分社化して出来た株式会社ニチレ

イロジグループの子会社である。大阪・兵庫・京都・福井・石川に計 12拠点の冷蔵・冷凍倉

庫を持ち、主に低温度帯の食品の保管事業を行っている会社である。 

 その中で私は、大阪港湾地区に属する冷蔵・冷凍倉庫である A事業所(以下、A事業所とい

う)へ 2019 年 3月まで所属していた。私の役割は主に事業所全体の売上管理及び原価管理を

行い、顧客と取り決めた運営方法で作業(保管・入出庫・仕分け・配送)が出来ているか、進捗

管理を行うマネジャーであった。また、新規顧客獲得・既存顧客取り扱い拡大などの営業判

断を本社営業部及びＡ事業所長と共に検討し、A 事業所の運営方針決定や顧客との交渉窓口

として事業所運営に携わっていた。尚、機密保持の観点から顧客名・事業所名を伏せさせて

頂く事と、実績数値に若干の加筆修正を加えている事をご了承頂きたい。 

 

1.2 本論文の主旨 

 本論文は、A事業所において 2016年度(2016年 4月から 2017年 3月)時点で売上構成比の

20％を占める顧客 P 食品(以下、P 食品という)の取り扱い拡大に向け、A 事業所と同地区に

属する当社 B 事業所(以下 B 事業所という)を活用した新規スキーム構築による成功事例につ

いて論じる。この取り組みにおいて、私は P食品が取引する物流拠点を当社事業所へ集約す

るスキームを提案・交渉し、A事業所窓口での取り扱い拡大において成果を出す事が出来た。

この取り組みの概要から導き出した成功の要因について具体的に論じていく事とする。 

 

1.3 A事業所の概要 

 A 事業所は大阪港湾地区に拠点を置く冷蔵・冷凍倉庫であり、2012 年 2 月に稼働し約

20,000屯の保管能力を保有している。主に畜産品・農産品・水産品等の冷凍温度帯の食品を

保管、入出庫、デバン作業、通関、仕分け、梱包、流通加工などを行っている。特に外国か

らの冷凍輸入畜肉原料品をリーファーコンテナにて搬入している割合が多い。庫腹状況は慢

性的に満庫状態が続いている。(一部、容積建契約顧客 有) 

 

1.4 B事業所の概要 

 B事業所は A事業所同様に大阪港湾地区に拠点を置く冷蔵・冷凍倉庫であり、取り扱い品

目や主な業務内容は A 事業所と同様である。2014 年 10 月に稼働し当社の 12 拠点の事業所

の中で、一棟として約 40,000 屯の保管能力を保有する当社最大規模の事業所である。2016

年度時点では冷凍保管スペースに余力があり、更なる集荷が求められる状況であった。 

 

1.5 P食品の概要及び当社との関係性 

 P 食品は各輸入商社から外国産の冷凍畜肉原料を買い付け、関西圏で生産に必要な原料品
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は A事業所及び他社の大阪港湾地区冷蔵・冷凍倉庫へ輸入商社名義で搬入する様指示をして

いる。通関後、冷凍輸入畜肉原料品の所有権は名義変更にて P食品に譲渡され、A事業所を

主要倉庫として引き続き保管委託している。生産工場を関西圏では三重県に保有しており(以

下、三重工場という)、三重工場への供給は A事業所から週 5日、1日平均 40屯行っている。 

2017年以降の見通しとして、P食品が製造している製品が市場で大ヒットし、三重工場が

担当する該当製品の生産量が 2017年 10月頃を目処に現状の 2倍以上に跳ね上がるとの情報

があった。 

 

1.6 取り組みの背景 

三重工場への供給は A事業所で取り扱っている特殊品が毎回必要な事から、必ず A事業所

発の供給便が発生する。他社倉庫との 2箇所積みは他社倉庫の積込対応時間と A事業所での

積込完了時間に乖離が有り、三重工場納品までのリードタイムが伸びる事で実現が困難であ

った。その為、他社倉庫で搬入された冷凍輸入畜肉原料品は通関が切れ次第、必要量に応じ

て A事業所までバラ積み・バラ降ろしにて移管が行われていた。今後三重工場で生産量が拡

大される事は P食品内部で決定事項であったが、これまでの A事業所との情報交換の中で現

状の庫腹状況では生産増加分の原料を現状水準から積み増しで保管出来るか不安を抱いてい

た。私は保管量取り扱い拡大に対応出来る他社倉庫があれば、A 事業所の対応次第で主要保

管倉庫の位置付けを他社倉庫へ変更される懸念があると考えた。 

一方、B事業所では当社最大規模の保管能力を有しながら、2016年度時点では安定した在

庫を確保する事が出来ておらず、冷凍保管スペースに余力がある状態であった。現在 P食品

が使用している他社倉庫とも立地条件で大きな違いは無く、B 事業所を拠点のひとつとして

使用する事自体に P食品には抵抗が無いと推測した。また、社内間連携にて A事業所と B事

業所間での移管についてもパレット輸送が実現可能である為、移管運賃面でも現行のスキー

ムに比べコストメリットを提案出来ると考えた。 

以上の観点から、P 食品向け冷凍輸入畜肉原料品の保管取り扱い拡大に向けて、A 事業所

を窓口とした B事業所と 2拠点対応で、P食品が関西圏で使用する冷凍輸入畜肉原料品の全

量を取り込む新たな提案・改善に関して具体的に論じていく事とする。 

 

 

２.本論 

2.1 A事業所の現状把握と課題 

 A事業所の在庫屯について、容積建て契約屯数を差し引いた約18,600屯の保管能力に対し、

表 1 の通り 2014 年度から 2016 年度の年間平均在庫率は 40％超で推移している。第 5 単元

で学んだ包装密度を用いて説明すると、包装密度が 1 より小さい値になるとされる畜肉原料

品を主に保管している倉庫の基準として、在庫率が 30％台後半でほぼ満庫に近い状態と認識

している。2017年 3月末時点では在庫屯は 7,900屯超、在庫率は 42％となっていた。 
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図 1は 2016年度における P食品向け冷凍輸入畜産原料品(P食品保有在庫・輸入商社名義

在庫の合算)の在庫推移を示している。横軸が対象月、縦軸が月末在庫屯である。図 1で示し

ている通り 2016 年度の P 食品向け冷凍畜肉原料品は月末在庫平均で約 2,100 屯を計上して

いる。2017年10月以降にP食品向け冷凍畜肉原料品を現行の2倍保管すると仮定した場合、

2018年 4月末の全体在庫は 11,000屯超を見込み、在庫率は 59％と A事業所単体では対応不

可能な水準となる。P食品が関西圏での保管を検討している在庫量に A事業所として対応す

るには、A 事業所で取り扱っている他顧客の再編を行い庫腹逼迫状況の緩和を図るか、当社

他事業所と連携し 2拠点以上での対応にて冷凍品保管スペースの拡大を図る必要がある。 

 

表 1－A事業所 2014年度から 2016年度の月末在庫屯推移(全顧客合算)  

ニチレイ・ロジスティクス関西社内資料より(一部数値 筆者加工・修正) 

 

 

   図 1－A事業所における 2016年度 P食品向け冷凍輸入畜肉原料品 月末在庫屯推移 

   ニチレイ・ロジスティクス関西社内資料を基に筆者作成 

 

2.2 B事業所の現状把握と課題 

B事業所の在庫屯について、約 40,000屯の保管能力に対して 14,000屯以上（在庫率 35％）

の在庫確保を目標としている。図 2は B事業所の月末在庫屯推移を示したもので、横軸が対

象月、縦軸が月末在庫屯である。図 2で示している通り 2014年 10月稼働から目標値の在庫

屯を確保する事が出来ていない。この事から B事業所は年間を通じて冷凍保管スペースに余

力がある為、取り扱いを拡大し在庫を増やす事が課題となっている。 
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   図 2－B事業所 2014年度から 2016年度の月末在庫屯推移(全顧客合算) 

   ニチレイ・ロジスティクス関西社内資料を基に筆者作成 

         

2.3 P食品の現状把握と課題 

P食品は東京に本社を置く大手食肉加工メーカーである。2016年には関東圏の主要工場で

ある茨城工場(以下、茨城工場という)の敷地内に新プラントを建設し加工製品の生産能力を旧

工場の 1.5倍に拡大したが、2016年に P食品が製造している製品が大ヒットし、茨城工場の

生産量拡大だけでは供給が追い付かない状態となった。三重工場でも 2017年 10月頃を目処

に製造商品を再編成し、特に売れ行きの良い主力商品の担当割合が現状の 2 倍以上になる計

画が立てられた。 

P 食品が関西圏で取り扱う冷凍畜肉原料及び加工製品の保管拠点は主に A 事業所を使用し、

一部同地区にある他社冷蔵・冷凍倉庫を使用している。A 事業所と他社冷蔵・冷凍倉庫の使

用割合は 8対 2程度である。2017年以降主力商品の生産量増加に伴い、冷凍輸入畜肉原料品

の保管スペースを拡大したい意向は有るが、A 事業所及び他社倉庫は他の既存取引先の在庫

も含め、現状は庫腹が満庫状態であった。関西圏では現在取引のある冷蔵・冷凍倉庫以外と
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は親密な関係に無く、P 食品自身で新規保管拠点を選定する事は容易では無かった。三重工

場での主力商品製造拡大に向け、冷凍輸入畜肉原料品保管スペース確保が P食品にとって課

題となっている。 

 

2.4 新規スキームによる改善提案 

 現行は図 3に示すスキームで運用している。輸入商社は P食品と相談し、大阪港湾地区の

各倉庫と冷凍輸入畜肉原料品の搬入可否について打合せを行う。各倉庫の庫腹状況次第では

予定通りに搬入が進まず、P 食品と再調整が必要になる。P 食品は倉庫ごとの在庫管理が必

要となり、管理業務が煩雑な状態であった。また、最終的に三重工場へ冷凍輸入畜肉原料品

を供給する A事業所への在庫集約が必須の為、P食品は他社倉庫から A事業所へ国内移管の

手配を行っている。その際の移管手段はトラック便にてバラ積み・バラ降ろしとなる為、パ

レット輸送に比べ運賃は割高になる。受け入れ側と搬出側のスケジュール調整も必要となり、

移管計画遂行に苦慮される場面もあった。 

私は 2017年 10月以降の P食品向け冷凍輸入畜肉原料品の保管取り扱い拡大に向け、図 4

に示す新規スキームにて改善提案を行った。改善点を下記に列記する。 

①A事業所主導で輸入商社と冷凍輸入畜肉原料品の搬入先を調整し決定する。 

②A事業所への在庫集約は A事業所が全体の在庫管理を行い、国内移管便を手配する。 

③当社間での在庫移管の為、パレット輸送での国内移管が可能になる。 

④P食品は A事業所が取りまとめた在庫報告を受ける為、管理業務が簡素化になる。 

⑤業務担当窓口が一本化される為、P食品・A事業所間の情報共有精度が上がる。 

上記改善点から P食品の在庫管理業務は格段に簡素化され、冷凍輸入畜肉原料品の搬入先が

スムーズに決定される事で輸入商社との関係性向上にも寄与出来ると考えた。また、国内移

管をバラ積み・バラ降ろしからパレット輸送に変更出来る為、P 食品負担の在庫移動経費を

圧縮する事が出来る。当社間では WMS が連携している為、特定の顧客在庫に絞れば複数事

業所での在庫管理も対応可能であり、A 事業所管理業務にも過度な負担にならないと判断し

た。この考え方は、第 1単元で学んだ「資源ベース戦略」、第 2単元で学んだ「コスト・トレ

ードオフ」、第 3 単元で学んだ「倉庫管理システム(WMS)の機能」に通じる所があった。当

社が大阪港湾地区に複数拠点を持っている事から 1 拠点では対応が難しい在庫量に 2 拠点で

対応し、他社の取り扱い分を含め P食品生産増加分を当社へ誘致する事が出来た。また、WMS

を最大限活用し A事業所管理業務の負荷を極力少なくする事で、人件費増額を最小限に抑え

る事が出来た。取り扱い拡大による売上増加(収入)と人件費増加(経費)を対比し、新規スキー

ム提案を決断する事が出来た。 
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    図 3－現行 輸入から三重工場までの P食品冷凍原料品供給スキーム(筆者作成) 
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  図 4－新規 輸入から三重工場までの P食品冷凍原料品供給スキーム(筆者作成) 

 

2.5 取り組み評価 

図 5は、2016年度から 2018年度における P食品向け冷凍輸入畜肉原料品の全体在庫量を

示している。(A事業所・B事業所合算)2017年 10月から前年を上回る在庫量を計上し、2018

年 2 月には 2016 年度平均在庫屯の 2 倍程度にあたる 4,100 屯に達した。その後、安定して

2016 年度水準を上回る在庫量を計上し、2018 年 10 月には 2016 年度比で 3.8 倍にあたる

5,200 屯を計上した。ここまで順調に取り扱い在庫屯を拡大出来た事は、新規スキームが P
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食品にとってもメリットが有り、積極的に A事業所へ業務依頼を頂けた結果と言える。 

B事業所においては図 6に示す通り、2017年 10月より P食品の在庫保管を開始した。2018

年度より年間を通じて P食品向け冷凍輸入畜肉原料品を保管し、年間平均 1,700屯を計上し

た。図 7 は 2016 年度から 2018 年度の B 事業所月末在庫屯推移を示したものである。取り

組み開始以降、2016年度の水準を上回っており、2018年 1月には目標にしていた 14,000屯

以上の在庫を確保する事が出来た。2018 年度は年間平均 14,150 屯と通年単位で目標値に達

しており、B事業所にとってもメリットのあった取り組みだったと言える。 

 

図 5－2016年度から 2018年度の P食品向け冷凍輸入畜肉原料品 月末在庫推移 

※A・B事業所合算数値 

ニチレイ・ロジスティクス関西社内資料を基に筆者作成 
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図 6－B事業所 2016年度から 2018年度の P食品向け冷凍輸入畜肉原料品 月末在庫屯推移 

ニチレイ・ロジスティクス関西社内資料を基に筆者作成 

 

 

図 7－B事業所 2016年度から 2018年度の月末在庫屯推移(全顧客合算) 

ニチレイ・ロジスティクス関西社内資料を基に筆者作成 
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３.結論 

3.1 成功の要因 

 本事例の成功要因を下記に列挙する。 

・顧客の要求事項(保管在庫量拡大)を実現した事。 

・顧客及び関係先(輸入商社)の管理業務を簡素化出来る提案を行った事。 

・当社の資産(WMS・パレット)を活用し、顧客が負担する移管コストを圧縮出来た事。 

・当社内で事業所の垣根を越えて、取り扱い拡大・収益向上案件に取り組めた事。 

 新規スキームの構築にあたり、A 事業所のみでは対応不可能な保管スペース拡大の要求を

受け、現状の運営スキームを再度見直した。既に他社倉庫を含む複数拠点にて運営している

事から、立地上問題が無ければ A事業所以外の当社事業所を使用する事も可能であると考え

た。新規スキーム構築に向けた情報収集を行う中で、輸入商社担当者から各倉庫の庫腹状況

が見えない中で搬入調整を行うのは非常に難しいとの話を聞いた。A 事業所が搬入先調整窓

口となり一本化出来れば、P 食品及び輸入商社にとって歓迎される仕組みが構築出来ると確

信した。当社事業所へ全量集約に向けてA事業所のフォローを出来る事業所を社内で検討し、

B 事業所を選定した。P食品には A 事業所が窓口として情報を一本化し、B 事業所を活用し

た保管スペース拡大、国内移管をパレット輸送に変更、国内移管手配を A事業所が代行する

提案を行い、了承を得られた。本事例は保管スペース確保に留まらず、移管運賃の削減や P

食品内の事務コスト削減に繋がる提案となり、大変喜ばれた。当社にとっても主要顧客の要

望に応え取り扱い拡大が出来た事、B 事業所の保管在庫確保に繋がった事は有益な取り組み

となった。 

今回の事例のように顧客が困っている事（保管スペースの確保・搬入調整・国内移管方法）

をしっかり把握した上で、自社の課題を踏まえて提案・交渉していく事が大切である。これ

により、両社にとっても利益となる win－winの関係を他の案件でも構築していきたい。 

 

3.2 今後の課題 

今回構築したスキームも今後の取り扱い物量が変化すれば、同様に対応出来なくなる事も

想定される。また、近年顕著化している物流業界の労働力不足問題も安定した物流オペレー

ション遂行に影響を及ぼし、今までと同じやり方では対応出来ない場面が見受けられる。定

期的に顧客とコミュニケーションを取って先々の動向やニーズを掴み、持続可能な形へ変化

をしながら対応していく事が必要となる。顧客には安定したロジスティクス構築が自社に与

える影響度を理解頂き、適正料金収受からなる物流業界全体の給与水準上昇に繋げ、事業継

続に必要な労働力確保に向けた取組も重要な課題となる。 

 

3.3 おわりに 

 今回、物流技術管理士資格認定講座を受講する事によって他業態の物流事業者からロジス

ティクスに関わる様々な意見や情報を聞く事は、私にとって貴重な経験となった。今後、お
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客様へより良い提案・物流の問題解決を行う為に本講義で学んだ事を活かして新たな取り組

みへ繋げられる様、日々努力して参りたいと思う。 

 

【参考資料】 

・第 138期 物流技術管理資格認定講座テキスト 

・株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西 社内資料 2014－2018年 


